
佐川町農業共済収入保険加入促進支援事業費補助金交付要綱

令和４年８月２９日

告示第６１号

（趣旨）

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による農業経営への影

響や災害などによる市場価格の低下など、農業者の経営努力では避け

られない様々なリスクによる収入の減少を補償し、影響を受けている

農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委

託契約を締結する高知県農業共済組合が取り扱う収入保険の掛金に

ついて、加入者の負担を軽減することを目的とし、佐川町農業共済収

入保険加入促進支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、佐川町補助金交付規則（平成９年佐川町規則第２０

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。

（１） 佐川町に住所を有する者（法人にあっては、本店又は主たる

事務所を町内に有する者）

（２） 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制

度に係る保険関係を成立させた者

（３） 町税を滞納していない者

（４） 佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平

成２５年佐川町規則第２３号）第２条第２項第５号に規定する

排除措置対象者と認められる者でないこと。

（補助対象経費等）

第３条 補助対象経費、補助限度額及び補助率は、別表に定めるとおり

とし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金

の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨て

るものとする。

（交付申請等の委任）

第４条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金

の交付の申請、請求及び受領に係る権限を高知県農業共済組合の長

（以下「組合長」という。）に委任するものとする。

（交付の申請）

第５条 前条の規定による委任を受けた組合長（以下「受任組合長」と

いう。）は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町農業共済収



入保険加入促進支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

（１） 佐川町農業共済収入保険加入促進支援事業費補助金交付手続

等に係る委任状（様式第２号）

（２） 補助対象者に係る町税納税状況の確認承諾書(様式第３号)

（３） 収入保険制度に加入したことを証明できるもの

（４） 収入保険掛捨保険料明細一覧

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

（交付の決定）

第６条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容

を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定

し、補助金交付決定及び交付額確定通知書（様式第４号）により当該

申請者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第７条 前条の規定による交付の決定を受けた受任組合長は、補助金の

交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第５号）を町

長に提出しなければならない。

（補助金の返還等）

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助

金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

（１） 補助対象者が保険料の未納等により加入を解除されたとき。

（２） この要綱の規定に違反し、又は補助金の申請に関し虚偽又は

不正の行為を行ったとき。

２ 受任組合長は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けたとき

は、速やかに当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければなら

ない。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定め

る。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。



別表（第３条関係）

※ 申請する年度の１月１日においての保険料とする。

補助対象経費 申請年度 補助率 補助限度額

全国農業共済組合連合

会が定めるところによ

り、収入保険制度に係

る加入者（補助金を申

請する年度の１月１日

に収入保険に加入して

いる者に限る。）が負担

する掛捨ての保険料

（※）に要する経費

令和４年度 １／２以内 １００，０００円

令和５年度以降 １／４以内 ５０，０００円


